
2025　　　　　　　　　　　　循環型社会への取組

 

 

 
 
１　施策の展開 
不用パソコンなどのリサイクル 
県庁で使用しているパソコンや、県庁ネットワ

ークのサーバなどの機器で不用となったものを

回収し、そのうち再利用できるもの以外は産業廃

棄物として処理していましたが、リサイクル業者

への売払いが可能であることが分かったため、平

成 19 年度から不用となったパソコンやサーバな

どの機器の売払いを行っています。 
これにより、不用のパソコンや機器などを廃棄

物として処理せずリサイクルすることで、廃棄物

の排出量を削減するとともに、新たな歳入の確保

につなげています。 
※参考　令和２年度売払い実績　　　 0 台 

　　　　　令和３年度売払い実績　　　 0 台 
　　　　　令和４年度売払い実績　　　 0 台 
　　　　　令和５年度売払い実績　　　 0 台 
　　　　　令和６年度売払い実績　 1,961 台

ＯＡ機器等のリサイクル（デジタル政策課）
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2025　　　　　　　　　　　　循環型社会への取組

 
 
 
 
１「清潔で美しい高知県をつくる条例」の概要 
私たちのふるさと高知は、温暖な気候や緑あふ

れる山々、数多くの清流、黒潮流れる太平洋など豊

かな自然環境に恵まれています。そして、その豊か

な自然環境と美しい景観は、次の世代へ引き継ぐ

べき貴重な財産であり、本県を訪れる数多くの観

光客を魅了するとともに、県民生活を支える農林

漁業をはじめとした産業の基盤にもなっています。 
しかしながら、私たちの周りを見渡してみると、

空き地や河川、海岸、道路、公園、そして観光地に

至るまで、様々な場所にごみが投げ捨てられ、生活

環境を悪化させるとともに、美観を損ねているケ

ースが見受けられます。 
このため、私たち一人ひとりが、ふるさとの清潔

で美しい県土がかけがえのない財産であることを

深く認識し、身近な日常生活の中で美化活動の取

組を実践することが必要です。また、県民、事業者

及び土地所有者や市町村、県などが協働して、美観

や清潔さを保持するとともに、周辺の生活環境を

損なわないよう配慮し、清潔で美しい県土づくり

を推し進めていくことが極めて重要となっていま

す。 
すべての県民が一体となって、県民総参加によ

る美化活動や快適な生活環境の実現のための取組

を展開することにより、清潔で美しい県土をつく

り、次の世代へ引き継いでいくよう、平成19年12月

にこの条例が制定されました。 
清潔で美しい県土づくりは、快適で清々しい県

民生活の確保のほか、教育や治安、また、人として

の基本であるモラルへの好影響、そして、産業や観

光業の活性化につながっていくことが期待されま

す。 
 
２ これまでの取組と課題 
県では、条例制定後、県内各地の地域の方々やボ

ランティアによる美化活動への支援、企業や団体

との協働による美化活動や美化意識の啓発（23企

業・団体と「清潔で美しい高知県をつくるパートナ

ーズ協定」を締結　令和７年３月現在）などを進め

てきました。 
また、毎年２月を「県民一斉美化活動月間」と定

め、この期間には重点的に美化の取組を行うこと

とし、美観の保持や県民意識の醸成に取り組んで

います。令和６年度の月間の取組には、県内13市町

村で、延べ1,712人が参加しました。 
 

 
 

各地域での取組は広がりをみせていますが、そ

の一方で、不法投棄やごみのポイ捨てが無くなら

ない状況もあり、県民総参加の取組としていくこ

とが必要です。 

 
美化活動啓発ポスター(Ｒ７.２) 

 

 
美化活動の様子(高知市) 

 
３ 今後の取組 

・市町村や企業、地域、学校などのボランティア

美化活動の支援を進めます。 
・啓発や活動を多様化するなど工夫し、美化活動

への理解を深めるとともに、参加者の拡大を

図ります。 

環境美化の推進      （環境対策課）
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2025　　　　　　　　　　　　循環型社会への取組

 

 

 
 
 
１　概要 
ごみ減量のために、一般廃棄物として焼却処分

していたのいち動物公園内の「動物糞、敷ワラ、

合併処理脱水汚泥など」を園内で強制発酵、堆肥

化し、希望者へ無料配布するとともに、園内でも

使用しています。令和６年度は次の業務を行いま

した。 
 
２　堆肥の無料配布・啓発活動 
毎月第３土曜日を「エコでぇ～」とし、堆肥無

料配布施設を園内に設置しました。 
また、動物性廃棄物のリサイクルシステムをわ

かりやすく図化した「地球にやさしく気持ちよ

く」のポスターをどうぶつ科学館に掲示し、環境

問題に関心をもってもらうようにしました。 
　 
配布数 

600g/袋　1,200袋 
　10kg/袋　　280袋 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リサイクルポスター 
 

園内の来園者用堆肥無料配布施設 
 

動物性廃棄物リサイクル事業 

（公園上下水道課・のいち動物公園）
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2025　　　　　　　　　　　　循環型社会への取組

 

 

 
 
１ 現状と課題 
高知県では、家畜排せつ物の適正処理及び有効活

用を目的として、平成 12 年に「高知県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定

しました。 
この基本計画に基づき、県や市町村、農業団体、

農業者が一体となって堆肥化施設などを整備して

きた結果、平成 19 年には家畜排せつ物法に基づく

管理基準は、ほぼ全ての対象農家において遵守でき

る状況となっています。 
これらの畜産農家から発生する家畜排せつ物量

は約 175,000t であり、たい肥生産量は約 59,000t

と推定されます。そのうち約 32,000t（約 53％）が

耕種農家や家庭菜園で利用されており、約 20,000t

（約 34％）が畜産農家の飼料畑で使用されていま

す。 
このような中、規模拡大を図る畜産農家において

は家畜ふん堆肥の量が増加しているため、畜産経営

における飼料畑や水田での利用だけでなく、堆肥利

用と組み合わせた耕畜連携による地域内需給体制

づくりを進めることによって、地域内資源として幅

広く有効活用を図ることとしています。 
 

家畜ふん堆肥の生産量及び利用量 

（単位）t/年※高知県畜産振興課調べ（R7.1） 
 
２ 施策の展開 
地域にある家畜ふん堆肥を耕種農家及び家庭菜

園などを営む方に利用していただくことを目的と

して、家畜ふん堆肥の利用に関する研修会の開催や

家畜ふん堆肥マップの配布および県のホームペー

ジに掲載し、地域内の資源循環システムの構築に努

めています。 
今後も家畜ふん堆肥の利活用の推進に取り組ん

でいきます。 

 
　

 
 
 
 
 

家畜ふん堆肥

●家畜ふん堆肥の使用方法等について 　
　 名　　称 所　在　地 電 話 番 号
　 　　　安芸農業振興センター 　　　　　　安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-0138

　　　　　　　　　　　　　　　　室戸支所 　　　　　　室戸市浮津71 0887-22-0268
　 　　　中央東農業振興センター 　　　　　　香美市土佐山田町加茂777 0887-53-3039
　 　 　　　　嶺北農業改良普及所 　　　　　　土佐町田井1370-7　 0887-82-0129
　 　　　中央西農業振興センター 　　　　　　土佐市高岡町乙3229　 088-852-1281
　 　 　　　　高知農業改良普及所 　　　　　　高知市高須東町4-1 088-861-0711
　 　 　　　　高吾農業改良普及所 　　　　　　佐川町甲1650-1　　 0889-22-1175
　 　　　須崎農業改良センター 　　　　　　須崎市西古市町1-24　 0889-42-3255

　　　　　　　　　　高南農業改良普及所  　　　　　 四万十町榊山町2-12 0880-22-1126
　　　幡多農業振興センター 　　　　　　四万十市古津賀4-61 0880-34-7070

　 　　　中央家畜保健衛生所 　　　　　　土佐市高岡町乙3229　 088-852-7730
　 　 　　　　　　　　　　　 田野支所 　　　　　　安芸郡田野町903-8　　 0887-38-2543
　 　 　　　　　　　　　　　 嶺北支所 　　　　　　土佐町田井1370-7　 0887-82-0054
　 　　　西部家畜保健衛生所 　　　　　　四万十町本堂595 0880-24-0050
　 　 　　　　　　　　　　　 幡多支所 　　　　　　四万十市具同5208　 0880-37-2148

●本パンフレットについて 　 　
　 名　　称 所　在　地 電 話 番 号
　 　　　畜産振興課 　　　　　　高知市丸ノ内1-7-52 088-821-4553
　 　　　環境農業推進課 　　　　　　高知市丸ノ内1-7-52 088-821-4545

採卵鶏
ブロイラー

豚

乳用牛肉用牛

家畜の種類

問い合わせ先

ぼくら家畜から出たふん尿を、使いやすい肥料
にしたものだよ！

家畜ふん堆肥を使うと、土が柔らかくなり、
畑や田んぼの生き物が増えるよ！

家畜ふん堆肥ってなに？

ふんに
おかくず等を
混ぜる

１～３ヶ月
かけて熟成

水分が減り
使いやすく
なったら完成！

　　　　　　　 （令和６年３月現在）
No. 市町村 地　区 畜　種 供給形態 運　搬 散　布 氏 名 等 連 絡 先

1 奈半利町 乙 豚 バラ 可(要相談) 不可 (合)なはり池里農場 0887-38-3145
090-4979-2806

2 田野町 大野 肉用牛 バラ・袋詰め 不可 不可 池地 伸之 090-4975-3022

3 安田町 東島 肉用牛 バラ 不可 不可 中野畜産 090-1174-1294

4 安芸市 川北 乳用牛 バラ 不可 不可 曽我 勝司 090-6285-6678

5 香南市 東野(野市町) 乳用牛 バラ・袋詰め 可(要相談) 不可 小松 正幸 090-3783-5160

6 香南市 東野(野市町) 乳用牛 袋詰め(40L) 可(要相談) 不可 眞嶋牧場 090-2661-5421

7 南国市 前浜 肉用牛 バラ 可(要相談) 可(要相談) 前浜堆肥利用組合 090-3460-5743

8 南国市 上野田 乳用牛 バラ 可(要相談) 可 野田堆肥利用組合 090-2780-0080

9 南国市 金地 乳用牛 バラ(2ｔ) 可(要相談) 可 岩村堆肥利用組合 090-9773-7995

10 南国市 才谷 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 川村牧場 090-3187-6905

11 南国市 大埇乙 肉用牛 バラ 可(要相談) 不可 田島牧場 088-863-4095

12 南国市 田村乙 採卵鶏 袋詰め 不可 不可 奥田養鶏場 088-864-3242

13 土佐町 土佐郡 肉用牛.乳用牛 バラ・袋詰め 可(要相談) 可(要相談) ＪＡ高知県　グリーンとさ 0887-82-2807

14 大川村 朝谷 肉用牛.地鶏 バラ 不可 不可 株式会社むらびと本舗 0887-84-2267

15 本山町 木能津 乳用牛 バラ・袋詰め(開放) 可(要相談) 不可 (農)黒松牧場 0887-76-3578

16 高知市 円行寺 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 鹿島 利三郎 088-872-9496

17 高知市 針木西 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 (有)川渕牧場 088-840-1506

18 高知市 弘岡中(春野町) 採卵鶏 ペレット(袋,フレコン) 不可 不可 (有)ニシモト 088-894-3321

19 土佐市 谷地 乳用牛 バラ・袋詰め 可(要相談) 可(要相談) 矢野 譲 090-3989-0756

20 佐川町 永野 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 (農)桑鶴牧場 090-8697-4487

21 佐川町 大田川 乳用牛 バラ 要相談 不可 竹村 英久 090-7624-3675

22 越知町 越知 肉用牛 袋詰め(20kg) 不可 不可 ＪＡコスモス(越知支所) 0889-26-3319

23 中土佐町 大野見長野 肉用牛 バラ・袋詰め(40L) 可(要相談) 可(要相談) 大野見農産企業組合 0889-57-2051(福永)
0889-57-2537(塩田)

24 中土佐町 大野見長野 乳用牛 バラ 可 可 (有)大野見塩田牧場 0889-57-2537

25 四万十町 東川角 牛,豚,鶏 バラ・袋詰め(35L) 可 不可 ＪＡ四万十堆肥センター 0880-22-2310

26 四万十町 本町(天ノ川) 肉用牛 バラ 不可 不可 有限会社　鈴木 0880-22-0185

27 四万十町 古城 肉用牛 バラ・袋詰め 可(要相談) 不可 東 宗幸 0880-28-5096

28 四万十町 七里乙 肉用牛 バラ (2t,4t) 可(バラ4t) 可(バラ2t) 恒石畜産 0880-23ｰ0819

29 四万十町 六反地 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 宮﨑　直輝 090-1579-1384

30 四万十町 藤ノ川 乳用牛 バラ(0.5t、4t) 可(要相談) 不可 高橋　悠 090-7625-7564

31 四万十町 八千数 豚 バラ・袋詰め(18kg) 可(バラ) 可(要相談) (農)四国デュロックファーム 0880-24-0229

32 四万十町 土居 採卵鶏 バラ 不可 不可 株式会社ぶらうん 090-3189-9474

33 梼原町 横貝 肉用牛 バラ・袋詰め(15㎏） 可（要相談） 不可 （一社）津野山畜産公社 0889－68－0110

34 四万十市 百笑町 肉用牛 バラ 可(要相談) 不可 安田 善一 0880-35-2584

35 四万十市 西土佐 肉用牛 バラ・袋詰め 可(要相談) 不可 (株)横山畜産 090-8690-1958(横山)

36 四万十市 横瀬 乳用牛 バラ 可(要相談) 不可 岡村 絹 0880-37-0386

37 宿毛市 山奈町 肉用牛 バラ・袋詰め(40L) 可(要相談) 不可 沢田 誠規 090-3187-1273

38 宿毛市 押ノ川 肉用牛 バラ 可(要相談) 不可 細川 英文 090-1172-6299

39 宿毛市 橋上町 豚 バラ (2t,4t) 市内可
(市外要相談) 不可 村上 義満 0880-64-0447

40 宿毛市 橋上町 採卵鶏 袋詰め 不可 不可 (株)岡村鶏卵 0880-64-0518

41 大月町 弘見 豚 バラ 町内可(バラ) 不可 大月町養豚組合 0880-73-0859

42 大月町 姫ノ井 ブロイラー バラ・袋詰め 可(要相談) 不可 (株)ヤマニファーム 090-3189-6496(井上)

家畜ふん堆肥供給者リスト

 戸数 生産量 利用量 余剰量
 

乳用牛 38 32,413 32,413 0
 

肉用牛 77 12,566 12,550 16
 

豚 10 2,831 2,831 0
 

採卵鶏 12 2,650 2,571 79
 

ブロイラー 12 2,934 2,934 0
 

堆肥センター 5 5,834 5,834 0
 

合計 154 59,228 59,133 95

家畜排せつ物の有効活用 （畜産振興課）
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１　現状と課題 
二酸化炭素の排出削減による地球温暖化対策と

して、化石燃料に代わる木質バイオマスエネルギ

ーへの期待が高まっており、県内においても施設

園芸用ハウスや公共施設を中心に、木質バイオマ

スボイラーの導入の支援を続けてきました。 
木質バイオマスボイラーは化石燃料と違い、木

質バイオマス燃料の燃焼により焼却灰が発生しま

すが、事業活動により生じた燃焼灰は不要物であ

れば「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下

「廃掃法」という。）に定める産業廃棄物に該当す

るため、法令に従って取り扱う必要がありました。 
 
２　施策の展開 
（１）実施した取組 

ア　木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き

について 
平成 25 年６月 28 日付けで環境省から出され

た『「規制改革実施計画」（平成 25 年６月 14 日

閣議決定）において平成 25年６月中に講ずるこ

ととされた措置（バイオマス資源の焼却灰関係）

について（通知）』により、木質ペレット又は木

質チップを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼

却灰について、有効活用が確実で、かつ不要物と

判断されない燃焼灰は一定の条件を満たせば産

業廃棄物に該当しないとの解釈が示されました。 
そのため県では平成 26 年に、燃焼灰を有用な

資源として地域での有効利用を促進し、主に自

ら利用する場合に適切に取り扱われるために必

要な事項を「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用

の手引き」（以下「手引き」という。）として整理

しています。 
燃焼灰の有効利用に向けた取扱いは図１に示

すとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ　手引きの内容と必要な整理・届出 
手引きにおいて利用可能な燃焼灰とされてい

るのは、製材由来のものや林地残材からの木材

などを「チップ」「おが粉」「ペレット」などの燃

料用に加工したものを、木質バイオマス専焼ボ

イラーで燃焼させて生じた灰としています。 
また、廃掃法に定める産業廃棄物には該当し

ないことを証明するために、燃焼灰の性状、排出

の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有

者の意思を整理し、第３者からの疑義に対して

も明確に説明が出来るようにしておくこととし

ています。 
燃焼灰を肥料などとして販売（無償譲渡を含

む）する場合は、農業振興部環境農業推進課に特

殊肥料生産届と肥料販売届を届け出る必要があ

ります。（無償の譲渡であっても生産者は販売の

届出が必要となります。） 
 

ウ　燃焼灰の有効利用に関する実証試験 
令和５年度には、燃焼灰を防草資材として利

用するための実証試験が実施され、一定の防草

効果が確認されました。 
 
（２）実施しようとする取組 

前項までで示したとおり、木質バイオマスの

熱利用・発電利用においては燃焼灰が発生し、基

本的には廃棄物に該当するため、適切な処理が

必要になります。手引きの整理によって、一定の

条件を満たせば自ら利用が可能になりましたが、

引き続き関係各課と協力しながら、有効利用の

方法を模索していきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業活動から出てくる燃え殻（灰）は産業廃棄物 （廃掃法）

事業者の意向

燃焼灰を有効利用するため産業廃棄物には該当しないことの確認

処 理

自ら利用

土壌改良資材として

譲渡又は販売
（無償譲渡を含む）

中間処理・埋立処分

第６参考資料の２に

基づいて整理

環境農業推進課
（肥料取締法による届出が必要）

利 用

木質バイオマスの利用により発生した
燃焼灰の有効利用 （木材産業振興課）

 
 環境農業推進課 

（肥料取締法による届出が必要）

図１ 燃焼灰の有効利用に向けた取扱い
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１ 一般廃棄物（ごみ・し尿） 
（１）ごみ処理の状況 
一般廃棄物※１は、市町村が定めた一般廃棄物処

理計画に基づいて処理されます。家庭や事業所か

ら出た一般廃棄物のうちの一部は自家処理される

ものの、通常、市町村や一部事務組合などの収集

車によって集められ、焼却などの中間処理を経て、

最終処分場に埋め立てられます。 
 

処理方法別ごみ処理量（令和５年度） 

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和５年度） 
 
令和５年度のごみの総排出量は 226,813t で、前

年度に比べ 11,599t 減少しています。また、１人

１日当たりの排出量は、917ｇとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和５年度のごみ処理経費は 133 億円で、施設

の建設・改良費 20億円、処理に要する費用 106 億

円が支出されており、県民 1 人当たりの年間処理

及び維持管理費は 15,662 円となっています。 
 

ごみ処理経費内訳（令和５年度） 

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和５年度） 

 
県内の総額 
（千円）

県民１人

当たり 
（円）

割合（％）

 建設改良費 2,047,297 3,028 15.4

 処理及び 
維持管理費

10,588,660 15,662 79.8

 その他 635,104 939 4.8

 計 13,271,061 19,629 100.0

全市町村で、ごみの分別収集など、資源化に積

極的に取り組んでおり、また、県民の環境意識の

高まりによる成果も徐々に現われてきています。 
 
高知県におけるリサイクルの状況（令和５年度） 

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況(令和５年度） 
 
令和５年度のリサイクルによる処理量は

44,416t、リサイクル率（自家処理量を除く）は

19.6％となっています。 
今後、さらに効率的な資源化、ごみの減量化に

取り組み、循環型社会の形成を推進していくこと

が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）し尿処理の状況 
令和５年度のし尿の総排出量は、年間 344,884kl

で、生し尿 132,767kl、浄化槽汚泥 212,117kl とな

っています。 
令和５年度のし尿処理状況は、し尿処理施設投

入 344,481kl（99.9%）、自家処理 403kl（0.1%）と

なっています。 
水洗化人口は年々増加していますが、中山間地

域を多く有する本県にあっては、49.6％が浄化槽

人口であり、高い割合を占めています。処理施設

の老朽化が進んでいますが、施設の更新時には、

処理に伴い発生する汚泥の再生利用や資源の回収

など、循環型社会形成を目指した施設整備が進め

られています。 
 
 

 
分　　　　類 処理量（t/年） 割合（％）

 紙類  7,511 16.9

 金属類 4,730 10.7

 ガラス類 2,893 6.5

 ペットボトル 756 1.7

 プラスチック

類
3,636 8.2

 その他 24,890 56.0

 計 44,416 100.0
 ごみ処理の方法 処理量（t/年） 割合（％）

 直接焼却処理 188,492 83.0
 焼却以外の中間処理 30,785 13.5

 直接埋立 2,361 1.0

 直接資源化 5,226 2.3

 自家処理 65 0.1

 集団回収による資源化   140 0.1

 計 227,069 100.0

600

800

1000

全国 919 901 890 880 851

高知県 971 958 955 952 917

R1 R2 R3 R4 R5

廃棄物適正処理の推進     

（環境対策課・土木政策課・技術管理課）

－用語解説－ 
※１　一般廃棄物 

家庭から出るごみ全てと、事務所から出る産

業廃棄物以外のごみ及びし尿などの廃棄物をい

います。 
（その他） 
収　　集…ごみを収集車等に取り集め、積み込む目的

で移動すること 
運　　搬…収集し終わったごみを保管、積み替え、処

分などを行う場所に降ろす目的で移動する

こと 
中間処理…廃棄物を安全化、安定化するために、焼却、

減量化のための脱水、破砕圧縮すること 
最終処分…ごみの焼却処理によって生じた焼却灰など

を埋立地に埋立処分すること 

（排出量：ｇ） 1 日 1 人当たりごみ排出量

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和５年度）
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し尿処理経費としては 28億円で、施設の建設・

改良費２億円、処理に要する費用 24 億円が支出さ

れており、県民 1 人当たりの年間処理及び維持管

理費は 3,562 円となっています。 
 

し尿処理経費内訳（令和５年度） 

※出典：高知県一般廃棄物処理事業の概況（令和５年度） 
 
（３）対策 
安全にごみを処理するための高度な処理機能や

経済性を持った施設を個々の市町村単位で整備す

るのは容易なことではなく、総合的かつ効率的な

処理を行えるよう、ごみ処理の広域化を図り、大

規模施設への集約化を進めてきました。 
可燃ごみ処理施設については、そのほとんどが

複数の市町村で構成する一部事務組合により運営

されており、令和７年３月現在、８施設で焼却処

理を行っています。 
また、各市町村でごみの排出抑制や再資源化の

促進を図るなど、最終処分場の延命化を意識した

取組が行われています。 

　　　　  
 
２ 産業廃棄物（ごみ） 
（１）発生の状況 
平成20年度の本県における産業廃棄物※2 の推計

総排出量は、約1,485千tで、令和２年度に県内排

出事業者を対象に実施したアンケート調査（県内

約４万事業者から8,510事業者を抽出）結果に基づ

く令和元年度の産業廃棄物の推計総排出量は、約

1,330千tとなっており、約155千t減少しています。 
また、ほぼ全量が再資源化されている「動物の

ふん尿」を除いた排出量は、約1,125千tで、この

うち約809千t（72.0％）が再生利用されています。 
 
 

 県内総額 
（千円）

県民１人当たり 
（円）

割合

（％）

 建設・改良費   198,939   294 7.2

 処理及び維持管理費 2,407,946 3,562 86.9
 その他  163,911 242 5.9
 計 2,770,796 4,098 100.0

（２）産業廃棄物処理業者の状況 
産業廃棄物を業として処理（収集運搬・処分）

するには、廃棄物処理法により都道府県知事又は

中核市の市長（高知市が該当）の許可が必要です。 

　※「特管」：特別管理産業廃棄物 
「中間」：中間処理施設　　 
「最終」：最終処分場 

 
（３）対策 
産業廃棄物の適正処理を図るため、平成23年10

月に管理型産業廃棄物最終処分場（エコサイクル

センター）を整備するとともに、産業廃棄物管理

票（マニフェスト）や優良産業廃棄物処理業者認

定制度の普及に取り組んでいます。 
また、エコサイクルセンターでの埋立てが終了

した後も、引き続き管理型産業廃棄物の適正処理

を推進するため、新たな管理型産業廃棄物最終処

分場の整備を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 自動車リサイクル法 
平成17年１月に、使用済自動車の再資源化等に

関する法律が本格施行されました。この法律によ

り、使用済自動車は引取業者に引き渡され、フロ

ン類回収業者、解体業者、破砕業者によって廃棄

物の適正処理及び資源の有効利用が図られていま

す。 
 

※「引取」「フロン類回収」は登録 
「解体」「破砕（破砕前処理工程のみ）」は許可 

 
 
 
 
 
 

 
自動車リサイクル法登録等事業者数(令和７.４.１)

 引取 フロン類回収 解体 破砕

 県 195 38 26 11
 市 67 17 ７ ５

 産業廃棄物処理業者数(令和７.４.１)

 収集運搬業 処分業 施設

 普通 特管 普通 特管 中間 最終

 県 1,318 122 83 ２ 115 10

 市 58 ８ 31 ２ 44 ２

－用語解説－ 
※２　産業廃棄物 
事業者の事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、燃え

殻（焼却残渣等）、汚泥、廃油、廃プラスチック、紙

くず、木くずなど20種類の廃棄物をいいます。 
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４ 建設リサイクル法（土木政策課・技術管理課） 
平成 14年５月から、建設工事に係る資材の再資

源化などに関する法律（建設リサイクル法）が施

行されました。この法律により、特定の建設資材※

3についての分別解体及び再資源化を促進するため

の措置が講じられるとともに、解体工事業者の登

録制度を実施することにより、建設工事における

資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理

が図られています。 
令和７年３月末日現在の解体工事業※4 の登録業

者数は 135 です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 不法投棄防止 
不法投棄を行った者が判明した場合には、その

者に廃棄物を撤去させ、悪質な場合は告発するな

ど厳しい対応をとっています。 
しかしながら、投棄者を特定できないケースも

あり、不法投棄された廃棄物が撤去されずにその

まま放置され、環境に著しい悪影響を及ぼす場合

があります。 
そのため、安芸・中央東・中央西・須崎・幡多

の各福祉保健所に廃棄物監視員を配置し、日常的

な監視・指導を行うとともに、福祉保健所・土木

事務所・市町村・警察署などで構成する産業廃棄

物などの連絡協議会を設置し、一致協力して不法

投棄問題に当たっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６ 高知県災害廃棄物処理計画Ver.２の策定 
本県では、今後 30 年以内に 80％程度の確率で発

生するとされている南海トラフ地震に備え、取組

を充実強化しています。 
平成 23 年３月に発生した東日本大震災では、多

くの尊い命や財産が奪われるとともに、広域にわ

たって発生した膨大な災害廃棄物が、地域の復

旧・復興の大きな障壁となりました。 
これらの教訓に学び、平成 26年９月に策定した

「高知県災害廃棄物処理計画 Ver.１」について、

平成 28 年熊本地震や平成 30 年７月豪雨における

知見などを反映させ、より実効性のある計画とし

て、平成 31 年３月に「同計画 Ver.２」を策定しま

した。 
同計画は大規模な地震災害はもとより、その他

の地震災害や津波被害、風水害などにも対応可能

な内容となっています。計画中の「災害廃棄物処

理の基本方針」の一つとして、「土砂、コンクリー

トがら、木くず、金属くずなどの再生利用を最大

限に進め、減量化を図る」ことを定め、発災現場

における分別や仮置場などでの選別をできる限り

行い、マテリアルリサイクル（素材としてのリサ

イクル）及びサーマルリサイクル（熱・エネルギ

ーとしてのリサイクル）に向けて工夫することや、

選別残さ及び焼却残さを最大限有効利用すること

などに取り組むこととしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－用語解説－ 
※３　特定の建設資材 
・コンクリート 
・コンクリート及び鉄から成る建設資材（プレキャ 
スト鉄筋コンクリート版など） 

・木材 
・アスファルト・コンクリート 
 

※４　解体工事業 
　解体工事業を営む者は、建設業法による「解体工事

業の許可」又は、建設リサイクル法による「解体工事

業登録」が必要です。（ただし、建設業法による土木工

事業、建築工事業の許可業者が、請負金額が 500 万円

未満の解体工事を行う場合は、解体工事業登録は不要

です。）

廃棄物の不法投棄現場の一例
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１ エコサイクルセンター 
高知県には、燃えがらや鉱さいなどの再生利用

が困難な産業廃棄物の埋立処分ができる管理型最

終処分場がなかったことから、それらの産業廃棄

物は県外に搬出して処理せざるを得ない状況が続

いていました。 
このため、平成６年４月に高知県、市町村及び

産業団体の出捐により設立された財団法人エコサ

イクル高知（平成25年４月１日公益財団法人へ移

行）が、平成19年度から日高村において産業廃棄

物処理施設である管理型最終処分場と医療廃棄物

処理施設を併設した「エコサイクルセンター」 
（総面積７ha）の整備を進め、平成23年10月に

操業を開始しています。 
 

（１）管理型最終処分場 
管理型最終処分場は、埋立面積1.2ha、埋立容量

 111,550m3で雨水の浸入を防ぐ屋根を設置し、廃棄

物への散水により発生する浸出水は処理後も処分

場外へ放流しない周辺環境に配慮した施設内容と

なっており、国のモデル的整備事業に認定されて

います。 
開業後、廃棄物の埋立てが計画を大幅に上回る

ペースで進行していたため、新たな施設に関して

、平成28年度に策定した「基本構想」により、整

備の必要性を確認しました。 
平成29年度には、外部の有識者などからなる委

員会により、県内全域を対象とした新たな施設の

候補地選定が行われ、平成30年２月に３か所の最

終候補地を選定、平成30年12月には、佐川町加茂

への絞り込みを行い、佐川町へ受け入れの申し入

れを行いました。 
絞り込み後は、佐川町加茂の皆様に施設の受け

入れについてご理解いただけるよう、加茂地区の

住民の皆様との「話し合いの場」などの様々な取

組を重ね、令和元年６月に佐川町加茂を建設予定

地として決定しました。 
同年７月に県と佐川町で「確認書」を締結して

以降、測量や設計などを進め、令和４年８月に施

設本体工事等に着手し、施設整備を進めています。 
※参考　令和５年度受入実績　 7,238t 
　　　　令和６年度受入実績　 7,436t 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
エコサイクルセンター（管理型最終処分場） 

 
（２）医療廃棄物処理施設 
平成３年10月、高知県、高知市及び高知県医師

会の出捐により財団法人高知県医療廃棄物処理セ

ンターを設立し、医療廃棄物を処理する焼却施設

を整備し、平成４年７月に操業を開始しました。 
その後、ダイオキシン類の排出基準値を遵守す

ることが困難となったため、平成12年11月から施

設の稼働を一時停止していましたが、マイクロ波

滅菌処理方式を導入し、平成15年９月に操業を再

開しました。 
また、平成23年１月には財団法人エコサイクル

高知と合併し、同年10月にエコサイクルセンター

内に処理施設を移設して操業を開始し、県内の医

療廃棄物の適正処理を行っています。 
※参考　令和５年度受入実績　6,054kl 

令和６年度受入実績　5,918kl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エコサイクルセンター（医療廃棄物処理施設） 
 
２ 魚腸骨資源化施設 
平成９年３月に高知県、高知市ほか関係17市町

村及び関係団体の出捐により設立した財団法人高

知県魚さい加工公社（平成25年４月１日公益財団

法人へ移行）が、日高村本郷で、魚あら（魚腸骨）

を魚粉や魚油などに加工し、家畜等の飼料などに

して販売してきました。 
平成 17 年４月には、高知市神田に設置した新施

設で本格操業を開始し、魚あらの再生利用を行っ

ています。

公共関与による廃棄物処理施設整備     

（環境対策課） 
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１ 現状 
高須浄化センターは浦戸湾東部の高知市、南国

市、香美市の３市から排水される汚水を処理して

います。 
汚泥処理については、場内の汚水処理の過程で

発生する汚泥に加え、高知市下知水再生センター

及び潮江水再生センターからの高濃度汚水を受

入れ処理を行っています。　　　　 
　 
２ 下水汚泥の有効活用 
平成 30 年までの高須浄化センターにおける脱

水処理後の汚泥処理は、場内焼却と、民間事業者

に委託して堆肥化・セメント原料化を行う場外搬

出を行ってきました。 
しかし、焼却炉が耐用年数を迎えることから、

新たな汚泥処理方式の検討を行い、令和３年４月

から汚泥の消化処理を開始しました。 
汚泥の消化処理とは、嫌気的状態に保たれた消

化タンク内で汚泥中の有機物を嫌気性微生物の

働きにより発酵分解する処理方式で、汚泥中の有

機分を分解することで、汚泥を減量化するととも

に、発酵分解の過程で有機分がガス化され副産物

としてメタンガスが発生します。 
高須浄化センターでは、消化処理で発生したメ

タンガスを民間の発電事業者に供給し、一般家庭

約1,200世帯で利用できる電気を発電しています。 
消化後の汚泥は約 2/3 に減量され、その処理は

従前どおり、民間事業者に委託し肥料化やセメン

トの原材料として有効活用しています。 
汚泥由来の肥料は農家に販売され、農作物とし

て循環されています。 
セメントの原料化では汚泥を焼却し人工鉱物

を生成しセメントの原材料として活用されてい

ます。 

 
消化施設（高須浄化センター）

高須浄化センターでの下水汚泥の有効
活用         （公園上下水道課）
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１ とさクル！（高知県リサイクル製品等認定制度） 
廃棄物などを循環資源として利用し、県内で製

造加工される優良な「リサイクル製品」と、環境

に配慮した取組で優れた成果を上げている「環境

配慮型事業所」、地域における循環型社会の形成

に貢献している「エコショップ」について、県が

認定を行っています。 
令和６年度には全国から愛

称を募集し、「とさクル！」に

決定しました。 
また、認定された製品や事

業所などは、県のホームペー

ジ、パンフレットによる広報

等を通じて、その利用及び普

及を推進しています。 
 
２ 認定製品・認定事業所 
平成 16 年度から、高知県リサイクル製品等認

定審査会での審査を経て、リサイクル製品、環境

配慮型事業所、エコショップを県が認定していま

す。 
 
３ 四国４県での相互推奨 

他の四国３県と連携し、各県が

認定したリサイクル製品の相互推

奨を進めています。各県の認定製

品紹介パンフレットにおいて相互

に製品の紹介を行っています。 
 
４ 認定一覧（令和７年３月 31 日現在） 
【認定リサイクル製品】 

 製品名 品目 企業名

 建設汚泥・再生砕石　再

生砂　TS・マカダム、TS・

Rサンド

再生砕石・再生砂 田中石灰工業株式会社

 鉄鋼スラグ・再生砕石　

再生砂　TS・マカダム、

TS・Rサンド

再生砕石・再生砂 田中石灰工業株式会社

 建設汚泥改良土
建設汚泥から再生した 
改良土

株式会社国際環境技研

 KanBey　水切りゴミ袋
再生ＰＥＴ原料を利用した 
水きりゴミ袋

金星製紙株式会社

 Monacca bag 
（モナッカ）

間伐材を利用したカバン 株式会社エコアス馬路村

 Ｏ＆Ｄウッド
間伐材を利用した 
高耐久性保存処理木材

溝渕林産興業株式会社

 Ｏ＆Ｄウッド　残置型枠
間伐材を利用した 
残置型枠

溝渕林産興業株式会社

 クイックポット（筋工） 間伐材を利用した筋工 溝渕林産興業株式会社

 ゆすはらペレット
木質ペレット 
（全木ペレット）

ゆすはらペレット 
株式会社

 ＴＳペレット
廃プラスチックを利用した 
ペレット

田中石灰工業株式会社

 エコデザインミックス 肥料
株式会社エコデザイン 
研究所

【認定リサイクル製品】 

 

 製品名 品目 企業名

 
ＤＯ側溝

フライアッシュを使用した

コンクリート二次製品

有限会社須崎サブコ

ン

 灰テックビーズ
ばいじん、燃え殻を利用した

人工地盤材料

東洋電化工業株式会

社

 建設汚泥固化剤改良土

TS・ソイル
建設汚泥固化剤改良土

田中石灰工業株式会

社

 I 型ブロック
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 ガーディアン
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 環境Ⅱ
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 プレガードⅡ
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート２次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 アントラーブロック
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 鎧
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 耐震性 L型擁壁
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 N-S.P.C ウォール
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 テールアルメ
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 歩車道境界ブロック付 
L 型側溝

高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 SK 側溝ロードレイン
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 箱形 U字側溝
高炉スラグ微粉末を使用し

たコンクリート二次製品

四国ブロック工業 
株式会社

 
再生砕石（RC-40） 再生砕石

大林道路株式会社 
高知りょうまアスコ

ン

 再生アスファルト混合物 
(再生密粒度アスコン 13）

再生アスファルト混合物

大林道路株式会社 
高知りょうまアスコ

ン

 
再生密粒度アスコン 13 再生アスファルト混合物

株式会社南四国アス

コン

 
木のうちわ 間伐材を利用したうちわ 株式会社エコアス馬路村

 
ＫＦＣＲ４号

下水汚泥、伐採材及び廃木材

を使用した肥料

株式会社高知リサイ

クルセンター

 
スーパーソル 廃ガラスを利用した軽石 株式会社近澤建設

 
塊状クリンカアッシュ

木質バイオマス燃焼灰を利

用した森林作業道用路盤材

株式会社グリーン・エ

ネルギー研究所

 
木製かご枠 間伐材を使用したかご枠工 溝渕林産興業株式会社

 再生密粒度アスファルト

混合物（13）

がれき類を使用した再生骨

材

鹿島道路株式会社 
中村合材製造所

 土佐和紙壁紙６種 
(御膳、利休、小判、元禄、

夫婦、飛鳥)

割り箸及び廃棄されるパル

プを利用した壁紙
株式会社モリシカ

 
デニム混抄紙　菊判(2 種) デニム端材

セキ株式会社 
高知営業所

リサイクル製品等の認定 （環境対策課）

リサイクル製品等認定 
制度シンボルマーク
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【認定環境配慮型事業所】 
 事業所 取組概要

 

環

境

に

優

し

い

事

業

所

フジグラン野市

・生鮮食品の加工残さや売れ残り商品、レストランの加
工残さ、食べ残し等で発生する生ごみを専用の冷蔵
庫で保管後、店内で肥料原料を作成し、生ごみの発生
量を年間 100t 削減している。 

・肥料原料については、地域の農業生産者団体（室戸ふ
れあいエコファーム）において肥料化され、この肥料
を使った農作物を再び店舗で販売するという食品資
源循環システムの取組を行っている。 

・食品残さ以外でもダンボール・パッケージ・書類等の
紙ごみ、ビン・カン・ペットボトル・ポリ袋・発泡ス
チロール等に関して可能な限り分別とリサイクル処
理を行い焼却ごみ・埋立てごみの削減に努めている。

 
四万十町森林組合 
大正集成材工場

・高知県産の間伐材を使った家具や集成材商品を製造。
家具については、ロングライフ設計を心がけている。 

・バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明の
LED 化により積極的に CO2 の削減を実施。 

・FSC（森林管理協議会）や SGEC（『緑の循環』認証会
議）の認証材を積極的に販売している。

 
有限会社 
安岡重機

・木質バイオマス事業（重油換算で 475kL/年の削減）。 
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。 
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして
利用促進。（燃料用ペレットの製品化。）

 

有限会社 
大前田商店

・廃棄物（４品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず）を混合し、固形燃料化（RPF：Refuse Paper 
& Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。 

・機密文書を焼却処分しないで、再生紙原料としてリサ
イクル化している。 

・プルタブを集め、車椅子に交換している。 
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発
活動も積極的に行っている。

 

田中石灰工業 
株式会社 
高知プラスチッ

ク再生センター

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を
光学選別機４基で品種の選別精度を高めた上で、手
選別を用いて徹底選別し、破砕・洗浄・比重選別・脱
水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物
の再資源化率の向上に努めている。 

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除き、
セメント原料として再生利用している。 

・旧式モーターを順次、高効率モーターへ更新し、省エ
ネに努めている。 

・令和４年７月にレジリエンス認証を取得し、事業継続
のための活動を積極的に行っている。 

・地元スーパーで店頭回収されたプラスチックを原料
にし、バージン原料の代替品を製造している。 

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ、環境学
習、ごみの適正分別等の啓発活動を行っている。

 

株式会社 
サニーマート

・食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取 
組。 
・プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組 
・電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節 
電の取組。 
・LED 照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的 
導入。 
・地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有 
料化）の実施。 
・高知県産の間伐材の積極的な利用。

 

株式会社 
サンプラザ

・発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却によ
る処分を「０」化。その堆肥化した完熟土を活用して
作った野菜の販売による循環の確立。 

・これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分
別の徹底と RPF 化（固形燃料）へのリサイクルを進
め、焼却処分を 40％削減。 

・ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導
入し、地域の新聞や雑誌など古紙の回収とリサイク
ルに貢献。 

・店頭において、トレー・ペットボトル・ペットボトル
キャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・たま
ごパックの回収を実施（回収実績：年間合計 150 ト
ン） 

・店内照明の LED 化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動
車の導入。

 

株式会社 
リサイクル高知

・家屋解体工事で発生した廃木材をチップ化し、発電用
燃料として再資源化することにより、出荷先事業所
の燃料費削減に貢献している。 

・チップ化する際に発生した、おがくずも堆肥原料とし
て出荷し、100％リサイクルに取り組んでいる。 

・解体工事で発生した廃石膏ボードを粉砕し、石膏ボー
ドの原料として再資源化している。

 

 
【認定エコショップ】 

 
 

 事業所 取組概要

 

環

境

負

荷

低

減

技

術 
開

発

等

事

業

所

金星製紙 
株式会社

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサ

イクル商品の開発に 1992 年ごろからいち早く取り組み、

水切りゴミ袋を製品化。 
・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を 100％

使用したフローリング取替えシートやドライ化学ふきん

（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷ

ら敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、

製造している。 
・ダンボール、ポリ袋等のごみを持ち込まない物流方法を

開発し関西と九州地区にて運用中。

 

兼松エンジニ

アリング 
株式会社 
本社・テクノベ

ース

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機

等の環境整備機器の製造販売を行っている。 
・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での

汚泥吸引、工場での乾粉等各種産業廃棄物の吸引回収に

利用されている。 
・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。 
・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を

１台に集約し、尚且つ回収汚水を洗浄水として再利用す

る機能を備えている。 
・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱

水、減容化に利用。 
・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の

保全に貢献している。

 

株式会社太陽

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボ

イラー）等として再利用するシステムを開発。 
・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭

気を炉内で直接燃焼し、削減させる技術を開発し作業環

境の改善を図る。 
・廃油を燃料としたボイラーや消煙装置等の ECO 製品シリ

ーズは廃棄物として処理されている廃油等の資源循環利

用が可能。 
・環境経営の基本３R に繋がる製品を開発し、環境社会に

貢献。

 

エ

コ

事

業

所

株式会社 
サンライズク

リーニング

・レジ袋有料化及びオリジナルエコバック販売によりレジ

袋使用量を削減している。 
・当店使用のハンガーのポイント交換による回収を実施。

再利用できる物は洗浄後に再使用し、再使用できないも

のは製造業者に送り再資源化している。 
・配送車の電気自動車化、最新空調設備の入れ替え、工場

室内温度低下のためにミスト装置を取り付け等により、

電気、電灯、ガソリン、LPガス使用量の削減。 
・ドライ洗浄機カートリッジフィルターは再利用商品を使

用している。 
・配送車をガソリン車から電気自動車に交換。

 事業所 取組概要

 

株式会社 
ナンコクスーパー 
パステ店・高須店・

下知店・大津店・ 
長浜店

・店頭で利用するトレーの材質を統一することにより、

これまでに回収できなかった「発泡トレー以外のトレ

ー」の店頭回収を実施し、回収率を大幅に向上。 
・発泡スチロールトレイの軽量化実施 
・バイオマス 25％配合レジ袋の販売。 
・社団法人高知県森と緑の会高知県レジ袋削減推進会議

協定により、レジ袋削減によって節約されたレジ袋代

金の一部を緑の募金に寄付。 
・マイバッグ、マイバスケットの販売及び利用促進のた

めの広報活動の実施。
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１ 概要 
グリーン購入とは、商品やサービスを購入する

際に、価格・機能・品質だけでなく、「環境」の

視点を重視し、環境への負荷ができるだけ少ない

ものを優先的に購入することです。 
県庁（警察を除く。）では、平成 13 年４月か

ら「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、毎

年グリーン購入実施計画を策定し、重点調達品目

及び調達目標を定めてグリーン購入に取り組ん

でいます。 
具体的には、国が特定調達品目として設定して

いる品目に県独自の重点調達品目の 11 品目を追

加した 23 分野 303 品目について、判断基準に適

合したものを優先的に選択して調達するように

しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年度重点調達品目数及び適合環境物品等 
調達目標】 

 
●高知県独自の重点調達品目（11 品目） 

 
分　野

重点調達 
品目数

適合環境物品等 
調達目標

 １　紙類 ７ 100%

 
２　文具類 86

100%（ただし、名刺に

ついては判断基準に適

合する重点調達品目を

調達するように努める）

 ３　事務用備品 12 100%

 ４　画像機器等 10 100%

 ５　電子計算機等 ４ 100%

 ６　オフィス機器等 ５ 100%

 ７　移動電話等 ３ 100%

 ８　家電製品 ６ 100%

 ９　エアコンディショナー等 ４ 100%

 10　温水器等 ４ 100%

 11　照明 ３ 100%

 
12　自動車等 ８

判断基準に適合する自

動車や機器の調達に務

める

 13　消火器 １ 100%

 14　制服・作業服・

作業用手袋
５ 100%

 15　ｲﾝﾃﾘｱ・寝装寝具 11 100%

 16　その他繊維製品 ７ 100%

 
17　設備 13

判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める

 18　災害備蓄用品 15 100％

 
19　公共工事 72

判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める

 
20　役務 20

判断基準に適合する役

務の調達に努める 
（ただし、印刷について

は 100％）

 21　ごみ袋等 １ 100%

 22　農産物 ４ 判断基準に適合する重

点調達品目を調達する

ように努める
 23　その他 ２

 分　野 高知県独自の重点調達品目

 
２　文具類 間伐材名刺

 
17　設備

木質ペレットストーブ、木質ペレットボイ

ラー

 
19　公共工事 ＦＳＣ認証製品、木製型枠

 
21　農産物 野菜、果実、茶、米

 
22　その他

「高知エコ産業大賞」の各賞を受賞した製

品やサービス、「高知県リサイクル製品等認

定制度」において認定されたリサイクル製

品（認定期間中のものに限る）

グリーン購入の推進（新エネルギー推進課）グリーン購入の推進 （環境計画推進課）

 
高知県グリーン購入基本方針（要旨） 

（目的） 
・県の業務活動から生じる環境負荷の低減 
・県民、事業者等におけるグリーン購入、環境物品 
　等への需要の転換促進 
（基本原則） 
・調達総量の削減 
・必要のない機能、利便性の排除 
・ライフサイクル全体について考慮したものを選択 
・長期使用や分別廃棄などの徹底 
・在庫管理の徹底 
（物品調達の原則） 
・重点調達品目を調達しようとするときは、判断基準 
　を満たす環境物品等の中から調達
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